
分類番号
  2ケタから3ケタへ。

・乗用車：50→580
・貨物車：40→480
・特種車：80→880

軽自動車検査協会
http://www.keikenkyo.or.jp/

後  援 ： 国 土 交 通 省
協  賛 ： 社団法人 全国自動車標板協議会

平成17年1月から

軽自動車に希望ナンバー制導入。
いよいよ！

お好きなナンバーが 
選べるようになります。

（4桁以下のアラビア数字に限ります。） 

＊事業用自動車、レンタカー、軽二輪は除く。（対象外）



検査対象軽自動車の希望ナンバー制の実施について
�（同時にナンバープレートの分類番号が３桁に変更されます。）

希望できる番号

希望ナンバー制を利用できる場合

申し込み方法

1．�希望番号の対象は、ナンバープレートの「４桁以下のアラビア数字」です。

2．�①「抽選対象希望番号」（１３通り）
　�� 特に人気が高い番号については、コンピューターによる抽選制（毎週１回実施）となります。

� ②「一般希望番号」
� � 抽選対象希望番号以外の希望番号をいい、申し込み順にて払い出しされます。

� �＊希望番号を希望されない場合は従来どおりの一連番号となりますが抽選対象の番号は払い出しされません。

3．�事業用自動車、レンタカー、軽二輪は対象外となります。

（1） 新規検査を行う場合

（2） 管轄変更を伴う名義変更又は住所変更を行う場合

（3） 現在のナンバープレートが破損、汚損した場合

・・ ・１ ・・ ・７ ・・ ・８ ・・ ８８ ・５ ５５ ・７ ７７

・８ ８８ １１-１１ ３３-３３ ５５-５５ ７７-７７ ８８-８８

軽自動車検査協会各事務所等に隣接している「希望番号

予約センター」の窓口で直接申し込む方法と郵送又は

FAX及びインターネット（https://www.kibou-number.jp/）

による申し込みの方法があります。申し込み方法につい

ては右記へお問い合わせください。

●希望番号予約センター
希望番号申込サービス

https://www.kibou-number.jp/kibou/index.html

●軽自動車検査協会事務所
軽自動車検査協会ホームページ（事務所支所一覧）

http://www.keikenkyo.or.jp/02/02.html

分 類 番 号

この部分が
自由に選べます。

又は

平成１７年１月より全国の軽自動車検査協会各事務所におきまして希望ナンバー制（事業

用・レンタカー・軽二輪を除きます。）を実施することとなりましたので、お知らせいたし

ます。なお、希望ナンバー制と同時にナンバープレートの分類番号が３桁に変更されます。

・３ ３３


